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【手続補正書】
【提出日】平成27年12月22日(2015.12.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイ品質を改善する方法であって、
　該方法はグラフィックスドライバソフトウェアを有するグラフィックスドライバにデジ
タル画像を提供するステップを有し、グラフィックスドライバ及びグラフィックスドライ
バソフトウェアには別個のマッピングハードウェアおよびマッピングソフトウェアがなく
；
　該方法は既存のＡＰＩポインタをコピーしをグラフィックスドライバソフトウェアにコ
ピーすることによって、グラフィックスドライバソフトウェアに関連付けられたＡＰＩイ
ンターフェースを修正するステップを有し；
　該方法はグラフィックスドライバソフトウェア内の少なくとも１つの既存のＡＰＩポイ
ンタをＡＰＩポインタの置換セットで置き換えるステップを有し、ＡＰＩポインタの前記
置換セットはグラフィックスドライバソフトウェアの実行を前記グラフィックスドライバ
ソフトウェアとは区別されるアプリケーション独立型のマッピング機能に変えるものであ
り；
　該方法は前記既存のＡＰＩポインタを備えるグラフィックスドライバソフトウェアの実
行に戻るステップを有し；
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　該方法はデジタル画像を多数の部分に分割するステップを有し；
　該方法は表示される画像を表示するために前記多数の部分を１以上のディスプレイ装置
に転送するステップを有する；
　上記方法。
【請求項２】
　１以上のディスプレイ装置は複数のディスプレイ装置からなり、各々のディスプレイ装
置が表示される画像の一部を表示する、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　ディスプレイ装置がプロジェクタからなる請求項２記載の方法。
【請求項４】
　表示される画像の部分が部分的に重なるようにディスプレイ装置が配置される請求項２
記載の方法。
【請求項５】
　マッピング機能がワーピング機能、カラーマッピング機能、空間変化フィルタ、時間変
化フィルタ及び輝度マッピング機能の少なくとも１つからなる請求項１記載の方法。
【請求項６】
　第１のタイプのディスプレイ装置での表示のためにデジタル画像がフォーマットされ、
第１のディスプレイ装置とは異なるジオメトリをもつ第２のタイプのディスプレイ装置で
の表示のためにマッピング機能がデジタル画像を修正する、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　ディスプレイ装置はおおよそのアラインメントのみで置かれていて、表示される単一の
画像を形成するためにマッピング機能によって多数の部分が縫い合わされることにより前
記おおよそのアラインメントが算出される、請求項１記載の方法。
【請求項８】
　ディスプレイ品質を改善するシステムであって、
　該システムはデジタル画像を受けとるグラフィックスドライバを備え、前記グラフィッ
クスドライバはグラフィックスドライバソフトウェアを有し、グラフィックスドライバ及
びグラフィックスドライバソフトウェアには別個のマッピングハードウェアおよびマッピ
ングソフトウェアがなく；
　該システムは既存のＡＰＩポインタをコピーしをグラフィックスドライバソフトウェア
にコピーすることによって、グラフィックスドライバソフトウェアに関連付けられたＡＰ
Ｉインターフェースを修正するマッピングプロセスを備え、前記マッピングプロセスはグ
ラフィックスドライバソフトウェア内の少なくとも１つの既存のＡＰＩポインタをＡＰＩ
ポインタの置換セットで置き換え、ＡＰＩポインタの前記置換セットはグラフィックスド
ライバソフトウェアの実行を前記グラフィックスドライバソフトウェアとは区別されるア
プリケーション独立型のマッピング機能に変え、前記既存のＡＰＩポインタを備えるグラ
フィックスドライバソフトウェアの実行に戻るものであり；
　該システムはグラフィックスドライバを備え、前記グラフィックスドライバはデジタル
画像を多数の部分にさらに分割して、表示される画像を表示するために前記多数の部分を
１以上のディスプレイ装置に転送する；
　上記システム。
【請求項９】
　１以上のディスプレイ装置は複数のディスプレイ装置からなり、各々のディスプレイ装
置が表示される画像の一部を表示する、請求項８記載のシステム。
【請求項１０】
　ディスプレイ装置がプロジェクタからなる請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　表示される画像の部分が部分的に重なるようにディスプレイ装置が配置される請求項９
記載のシステム。
【請求項１２】
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　マッピング機能がワーピング機能、カラーマッピング機能、空間変化フィルタ、時間変
化フィルタ及び輝度マッピング機能の少なくとも１つからなる請求項８記載のシステム。
【請求項１３】
　第１のタイプのディスプレイ装置での表示のためにデジタル画像がフォーマットされ、
第１のディスプレイ装置とは異なるジオメトリをもつ第２のタイプのディスプレイ装置で
の表示のためにマッピング機能がデジタル画像を修正する、請求項８記載のシステム。
【請求項１４】
　ディスプレイ装置はおおよそのアラインメントのみで置かれていて、表示される単一の
画像を形成するためにマッピング機能によって多数の部分が縫い合わされることにより前
記おおよそのアラインメントが算出される、請求項８記載のシステム。


	header
	written-amendment

